
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
要
綱

第
一

特
定
旅
客
施
設
の
要
件

特
定
旅
客
施
設
の
要
件
は
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が
五
千
人
以
上
で
あ
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

特
定
道
路

特
定
道
路
は
、
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
う
ち
多
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
が
通
常
徒

歩
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
路
線
及
び
区
間
を
指
定
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

第
三

特
定
公
園
施
設

特
定
公
園
施
設
は
、
都
市
公
園
の
出
入
口
及
び
駐
車
場
と
主
要
な
公
園
施
設
と
の
間
の
経
路
を
構
成
す
る
園
路
又
は
広
場

等
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

特
定
建
築
物

特
定
建
築
物
は
、
学
校
、
病
院
、
劇
場
、
集
会
場
、
展
示
場
、
百
貨
店
、
ホ
テ
ル
、
事
務
所
、
共
同
住
宅
、
老
人
ホ
ー
ム

、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
、
博
物
館
、
公
衆
浴
場
、
飲
食
店
、
郵
便
局
、
自
動
車
教
習
所
、
工
場
、
公
衆
便
所
、
公



共
用
歩
廊
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

特
別
特
定
建
築
物

特
別
特
定
建
築
物
は
、
盲
学
校
、
病
院
、
劇
場
、
集
会
場
、
展
示
場
、
百
貨
店
、
ホ
テ
ル
、
保
健
所
、
老
人
ホ
ー
ム
、
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
、
博
物
館
、
公
衆
浴
場
、
飲
食
店
、
郵
便
局
、
公
衆
便
所
、
公
共
用
歩
廊
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
六

建
築
物
特
定
施
設

建
築
物
特
定
施
設
は
、
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
、
ホ
テ
ル
又
は

旅
館
の
客
室
、
敷
地
内
の
通
路
、
駐
車
場
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
七

都
道
府
県
知
事
が
所
管
行
政
庁
と
な
る
建
築
物

建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
又
は
特
別
区
の
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
所
管
行
政
庁
と
な
る
建
築
物

を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
八

基
準
適
合
性
審
査
を
行
う
べ
き
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
法
令
の
規
定
等

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
の
適
合
性
審
査
を
併
せ
て
行
う
べ
き
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
法
令
の
規
定
は



、
鉄
道
事
業
法
、
軌
道
法
及
び
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
の
規
定
と
し
、
旅
客
施
設
の
建
設
又
は
大
規
模
な
改
良
を
行
う
際
の

主
務
大
臣
へ
の
届
出
が
不
要
と
な
る
届
出
に
係
る
法
令
の
規
定
は
、
鉄
道
事
業
法
、
軌
道
法
施
行
令
及
び
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ

ル
法
の
規
定
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

第
九

基
準
適
合
義
務
の
対
象
と
な
る
特
別
特
定
建
築
物
の
規
模

基
準
適
合
義
務
の
対
象
と
な
る
特
別
特
定
建
築
物
の
規
模
は
、
床
面
積
の
合
計
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
公
衆
便
所
に
あ
っ

て
は
、
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
十

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

一

建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
は
、
二
か
ら
十
四
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
十
条
関
係
）

二

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
廊
下
等
は
、
表
面
は
、
粗
面
と

し
、
又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

三

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
階
段
は
、
踊
場
を
除
き
、
手
す

り
を
設
け
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）



四

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
傾
斜
路
は
、
勾
配
が
十
二
分
の

一
を
超
え
、
又
は
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
傾
斜
が
あ
る
部
分
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
等
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

五

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ

の
う
ち
一
以
上
は
、
便
所
内
に
、
車
い
す
使
用
者
用
便
房
及
び
水
洗
器
具
を
設
け
た
便
房
を
一
以
上
設
け
る
こ
と
等
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

六

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室
に
は
、
客
室
の
総
数
が
五
十
以
上
の
場
合
は
、
車
い
す
使
用
者
用
客
室
を
一
以
上
設
け
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

七

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
敷
地
内
の
通
路
は
、
表
面
は
、

粗
面
と
し
、
又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

八

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
駐
車
場
を
設
け
る
場
合
に
は
、

そ
の
う
ち
一
以
上
に
、
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
一
以
上
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

九

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
居
室
を
設
け
る
場
合
に
は
、
道



等
か
ら
当
該
居
室
ま
で
の
経
路
の
う
ち
一
以
上
を
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
に
す
る
こ
と
等
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

十

移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
又
は
駐
車
施
設
の
付
近
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
又
は
駐
車
施
設
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
標
識
を
設
け
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

十
一

建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
は
、
当
該
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
内
の
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
又
は
駐
車
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

十
二

道
等
か
ら
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
又
は
便
所
の
配
置
を
点
字
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
又
は
案
内
所
ま
で
の
経
路
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
を
、
視
覚
障
害
者
が

円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

十
三

建
築
物
の
増
築
等
を
す
る
場
合
に
は
、
二
か
ら
十
二
ま
で
は
、
当
該
増
築
等
に
係
る
部
分
等
に
限
り
、
適
用
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）



十
四

条
例
で
定
め
る
特
定
建
築
物
に
関
す
る
所
要
の
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
一

認
定
特
定
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例

認
定
特
定
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
床
面
積
は
、
認
定
特
定
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
十
分
の

一
を
限
度
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

第
十
二

市
町
村
に
よ
る
国
道
及
び
都
道
府
県
道
に
係
る
権
限
の
代
行

市
町
村
が
国
道
等
に
係
る
道
路
特
定
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
市
町
村
に
よ
る
国
道
等
に
係
る
代
行
す
べ
き
権
限

は
、
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
四
号
等
に
掲
げ
る
権
限
の
う
ち
、
市
町

村
が
道
路
管
理
者
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

第
十
三

保
留
地
に
お
い
て
生
活
関
連
施
設
等
を
設
置
す
る
者

保
留
地
の
特
例
の
対
象
と
な
る
生
活
関
連
施
設
等
を
設
置
す
る
者
を
、
国
（
国
の
全
額
出
資
に
係
る
法
人
を
含
む
。
）
又

は
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

第
十
四

生
活
関
連
施
設
等
の
用
地
と
し
て
処
分
さ
れ
た
保
留
地
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
の
交
付
基
準



土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
が
保
留
地
を
処
分
し
た
と
き
に
、
当
該
保
留
地
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
、
従
前

の
宅
地
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
は
、
処
分
さ
れ
た
保
留
地
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
を
土
地

区
画
整
理
事
業
の
施
行
前
の
宅
地
の
価
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
に
お
け
る
従
前
の

宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
つ
い
て
存
し
た
地
上
権
等
の
宅
地
を
使
用
し
、
若
し
く
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
の
土
地
区

画
整
理
事
業
の
施
行
前
の
価
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

第
十
五

報
告
及
び
立
入
検
査

所
管
行
政
庁
は
、
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
若
し
く
は
維
持
保
全
を
す
る
建
築
主
等
に
対
し
、
当
該
特
別
特
定
建
築
物
の

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
へ
の
適
合
に
関
す
る
基
準
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
特
定
建
築
物
若
し

く
は
そ
の
工
事
現
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
物
特
定
施
設
等
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質

問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

第
十
六

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



二

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六
年
政

令
第
三
百
十
一
号
）
及
び
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
四
十
三
号
）
を
廃
止
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


